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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と、当該本体部に対して回転可能に設けられた撮像部を備える電子機器において
、
　当該電子機器を接続台に接続した時に、前記撮像部と前記本体部との位置関係を確認す
る確認手段と、
　この確認手段により確認された位置関係に対応する、この電子機器の動作モードを設定
する設定手段と、
　を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記確認手段は、少なくとも３つの位置関係を確認するものであることを特徴とする請
求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記電子機器は、電源オフ状態である場合、前記接続台に接続されることにより電源オ
ン状態となることを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記動作モードの一つとしてデータ転送モードを備えると共に、当該データ転送モード
が設定された時に前記電子機器内のデータを前記接続台へ転送するデータ転送手段を具備
し、
　前記設定手段は、前記確認手段により確認された位置関係が所定のものであった時に前
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記データ転送モードを設定し、前記データ転送手段に前記データの転送を行わせる
　ことを特徴とする、請求項１ないし３の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記動作モードの一つとしてＰＣカメラモードを備えると共に、当該ＰＣカメラモード
が設定された時に前記撮像部により画像を撮影すると共にその撮影画像を前記接続台へ転
送するＰＣカメラ手段を具備し、
　前記設定手段は、前記確認手段により確認された位置関係が所定のものであった時に、
前記ＰＣカメラモードを設定し、前記ＰＣカメラ手段に画像の撮影及びその撮影画像の転
送を行わせる
　ことを特徴とする、請求項１ないし３の何れか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　本体部と、当該本体部に対して回転可能に設けられた撮像部を備える電子機器の制御方
法であって、
　前記電子機器を接続台に接続した時に、前記撮像部と前記本体部との位置関係を確認す
る確認工程と、
　この確認工程により確認された位置関係に対応する前記電子機器の動作モードを設定す
る設定工程と、
　を備えたことを特徴とする電子機器の制御方法。
【請求項７】
　本体部と、当該本体部に対して回転可能に設けられた撮像部を備える電子機器の制御プ
ログラムであって、
　前記電子機器を接続台に接続した時に、前記撮像部と前記本体部との位置関係を確認す
る確認ステップと、
　この確認ステップにより確認された位置関係に対応する前記電子機器の動作モードを設
定する設定ステップと、
　を備えることを特徴とする電子機器の制御プログラム。
【請求項８】
　前記確認ステップは、少なくとも３つの位置関係を確認する
　ことを特徴とする、請求項７に記載の電子機器の制御プログラム。
【請求項９】
　前記電子機器が電源オフ状態である場合、前記接続台に接続されることにより電源オン
状態とするステップ
　を備えることを特徴とする、請求項７または８に記載の電子機器の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、その制御方法、及びその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assistant）や電子手帳、デジタルカ
メラ等の携帯型の電子機器においては、内蔵電池の充電や、外部のパーソナルコンピュー
タ（ＰＣ）等の外部機器との間でデータ通信を行うための装置としてクレードル（cradle
）と呼ばれる接続台が使用されている。一般に、クレードルは、電子機器を固定して保持
する本体の所定箇所に、電子機器側に設けられているものと対をなす接続コネクタが設け
られた構成を有しており、それに電子機器を装着（載置）することにより電子機器への充
電が可能となっている。また、電子機器と外部装置（ＰＣ等）との間のデータ通信に使用
されるクレードルにあっては、前記接続コネクタとは別に、ＵＳＢ（Universal Serial B
us）やＲＳ－２３２Ｃ等によりＰＣ等とケーブル接続するための接続コネクタが本体に設
けられている。
【０００３】
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　そして、前述したようなクレードルと電子機器とからなる接続システムとしては、例え
ばＰＣ等との間でデータ通信を行うための動作モードとして複数種の通信モードが用意さ
れたデジタルカメラにおいて、それがクレードルに装着（載置）された状態で電源スイッ
チがオンされると、予めセットアップされている所定の通信モードが自動的に立ち上がり
、その通信モードでの動作を開始するものが知られている（例えば、特許文献１参照。）
。
【特許文献１】特開２００２－２１８３００号公報（第８頁、図９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述したようなデジタルカメラとクレードルとからなる接続システムに
おいては、ユーザーがデジタルカメラの通信機能を使用する場合には、それをクレードル
に装着する以前に、使用する通信モードをカメラ側において設定しておく必要がある。し
かも、一般に、デジタルカメラにおいては、ユーザーにより設定可能なパラメータや動作
等の設定項目の種類が多岐に渡っており、前述した所望の通信モードの設定に際しては、
まず設定項目として通信モードを選択した後、さらに複数用意されている通信モードから
所望するモードを選択するという作業が要求されている。
【０００５】
　このため、前述したように、クレードルに装着した状態で電源スイッチをオンするだけ
で通信モードを自動的を立ち上げることができたとしても、所望の通信機能を使用する場
合には、その準備操作が依然として煩雑であるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、電子機器を接続台に装着し
て所定の機能を利用する際の作業性を向上させる電子機器、その制御方法、及びその制御
プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、本体部と、当該本体部に対して回転可能に設けられた撮像部
を備える電子機器において、当該電子機器を接続台に接続した時に、前記撮像部と前記本
体部との位置関係を確認する確認手段と、この確認手段により確認された位置関係に対応
する、この電子機器の動作モードを設定する設定手段と、を備えたことを特徴とする電子
機器を提供する。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、前記確認手段は、少なくとも３つの位置関係を確認するもの
であることを特徴とする請求項１に記載の電子機器を提供する。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、前記電子機器は、電源オフ状態である場合、前記接続台に接
続されることにより電源オン状態となることを特徴とする請求項１または２に記載の電子
機器を提供する。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、前記動作モードの一つとしてデータ転送モードを備えると共
に、当該データ転送モードが設定された時に前記電子機器内のデータを前記接続台へ転送
するデータ転送手段を具備し、前記設定手段は、前記確認手段により確認された位置関係
が所定のものであった時に前記データ転送モードを設定し、前記データ転送手段に前記デ
ータの転送を行わせることを特徴とする、請求項１ないし３の何れか１項に記載の電子機
器を提供する。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、前記動作モードの一つとしてＰＣカメラモードを備えると共
に、当該ＰＣカメラモードが設定された時に前記撮像部により画像を撮影すると共にその
撮影画像を前記接続台へ転送するＰＣカメラ手段を具備し、前記設定手段は、前記確認手
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段により確認された位置関係が所定のものであった時に、前記ＰＣカメラモードを設定し
、前記ＰＣカメラ手段に画像の撮影及びその撮影画像の転送を行わせることを特徴とする
、請求項１ないし３の何れか１項に記載の電子機器を提供する。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、本体部と、当該本体部に対して回転可能に設けられた撮像部
を備える電子機器の制御方法であって、前記電子機器を接続台に接続した時に、前記撮像
部と前記本体部との位置関係を確認する確認工程と、この確認工程により確認された位置
関係に対応する前記電子機器の動作モードを設定する設定工程と、を備えたことを特徴と
する電子機器の制御方法を提供する。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、本体部と、当該本体部に対して回転可能に設けられた撮像部
を備える電子機器の制御プログラムであって、前記電子機器を接続台に接続した時に、前
記撮像部と前記本体部との位置関係を確認する確認ステップと、この確認ステップにより
確認された位置関係に対応する前記電子機器の動作モードを設定する設定ステップと、を
備えることを特徴とする電子機器の制御プログラムを提供する。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、前記確認ステップは、少なくとも３つの位置関係を確認する
ことを特徴とする、請求項７に記載の電子機器の制御プログラムを提供する。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は、前記電子機器が電源オフ状態である場合、前記接続台に接続
されることにより電源オン状態とするステップを備えることを特徴とする、請求項７また
は８に記載の電子機器の制御プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように本発明においては、電子機器を接続台へ装着する際、その所定部位
の向きを選択的に変えることにより、電子機器に異なる動作モードを設定することができ
るようにした。よって、電子機器を接続台に装着して所定の機能を利用する際の作業性を
向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の一実施の形態を図にしたがって説明する。
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明に係る接続システムを示す外観斜視図である。この接続システムは接続
台であるクレードル１と、クレードル１に着脱自在であるとともに、装着状態でクレード
ル１を介してパーソナルコンピュータ（ＰＣ）に接続されることによりＰＣとの間のデー
タ通信が可能なデジタルカメラ１０とから構成されている。
【００４０】
　クレードル１は、本体２の上部に、上方より装着されたデジタルカメラ１０を垂直より
も背面側へ若干寝かせた状態で保持する保持部３が設けられた構造を有している。本体２
の背面側には、第１の接続コネクタ４が設けられ、前記保持部３の内側に位置する本体２
の上面部分には第２の接続コネクタ５が突出した状態で設けられている。第１の接続コネ
クタ４には、一端側が図外のＰＣに接続されている通信ケーブル５０の他端が接続されて
いる。第１の接続コネクタ４と第２の接続コネクタ５とは、本体２の内部において互いに
対応する端子同士を結線されている。
【００４１】
　デジタルカメラ１０は、本体１１の正面に撮影レンズ１２が、かつ背面に液晶表示器１
３が設けられ、上面にシャッター釦１４が設けられた構造を有している。また本体１１の
底面にはクレードル１の第２の接続コネクタ５に対応する接続コネクタ１５が設けられて
いる。なお、以下の説明においては、上記第２の接続コネクタ５をクレードル側コネクタ
、上記接続コネクタ１５をカメラ側コネクタという。
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【００４２】
　クレードル側コネクタ５とカメラ側コネクタ１５は、デジタルカメラ１０をクレードル
１に着脱する際、互いに挿抜されるものであり、本実施の形態においてはクレードル側コ
ネクタ５がオス、カメラ側コネクタ１５がメスである。また、両コネクタ５，１５は、デ
ジタルカメラ１０を、液晶表示器１３がクレードル１（本体２）の正面側に位置する図１
に示した第１の向き、又は撮影レンズ１２がクレードル１（本体２）の正面側に位置する
第２の向き（図示せず）のどちらに向けても、デジタルカメラ１０とクレードル１とを装
着可能とする構造を有している。
【００４３】
　すなわち、クレードル側コネクタ５がクレードル１の保持部３の中央部に配置され、か
つカメラ側コネクタ１５がデジタルカメラ１０の本体１１の底面中央部に配置されている
。さらにクレードル側コネクタ５には、本体２の正面側と背面側とに位置して、各々が複
数の接続端子からなる端子列５ａ，５ｂが互いに平行して設けられている。双方の端子列
５ａ，５ｂの一方側と他方側とは各接続端子の配置順が逆順であるとともに、双方が、そ
れらと対応する前記第１の接続コネクタ４が有する複数の接続端子とそれぞれ結線されて
いる。他方、カメラ側コネクタ１５には、上記双方の端子列５ａ，５ｂのいずれか一方側
のみに接続される複数の接続端子（図示せず）が設けられている。
【００４４】
　これにより、クレードル側コネクタ５とカメラ側コネクタ１５とは、デジタルカメラ１
０が前述した第１又は第２のいずれの向きで装着されたときであっても、電気的に接続さ
れるようになっている。さらに、クレードル側コネクタ５と、カメラ側コネクタ１５には
、データ通信用とは別に、カメラ側コネクタ１５の端子群がクレードル側コネクタ５のど
ちら側の端子列５ａ，５ｂと接続されているのかを電気的に検出するための検出用端子が
設けられている。
【００４５】
　図２は、前述したデジタルカメラ１０及びクレードル１の電気的な概略構成を示すブロ
ック図である。デジタルカメラ１０は、デジタルカメラ１０は、固体撮像素子であるＣＣ
Ｄ２１とＣＰＵ２２とを有している。ＣＣＤ２１は、図示しないフォーカスレンズ及びズ
ームレンズを介して結像された被写体の光学像を光電変換し、被写体の光学像に応じたア
ナログの撮像信号を出力する。ＣＰＵ２２は、ＪＰＥＧ方式による画像データの圧縮・伸
張を含む各種デジタル信号処理機能を有するとともにデジタルカメラ１０の各部を制御す
る。
【００４６】
　ＣＰＵ２２には、ＣＣＤ２１を駆動するＴＧ（Timing Generator）２３が接続されてお
り、ＴＧ２３には、ＣＣＤ２１から出力される撮像信号が入力するユニット回路２４が接
続されている。ユニット回路２４は、を相関二重サンプリングして保持するＣＤＳ回路、
その撮像信号を増幅するゲイン調整アンプ（ＡＧＣ）、増幅後の撮像信号をデジタル信号
に変換するＡ／Ｄ変換器（ＡＤ）から構成されており、ＣＣＤ２１の出力信号はユニット
回路２４を経てデジタル信号としてＣＰＵ２２に送られる。
【００４７】
　また、ＣＰＵ２２には、表示装置２５、キー入力部２６、ＲＯＭ２７、ＤＲＡＭ２８、
内蔵画像メモリ２９、入出力インターフェイス３０が接続されている。ＤＲＡＭ２８は、
ＣＣＤ２１により撮像されデジタル化された画像データを一時記憶するバッファであると
ともに、ＣＰＵ２２のワーキングメモリとして使用される。ＤＲＡＭ２８に一時記憶され
た画像データは圧縮され、最終的には内蔵画像メモリ２９に記録される。表示装置２５は
前記液晶表示器１３とその駆動回路とを含み、撮影待機モード等においては、ＣＣＤ２１
によって撮像された被写体画像をスルー画像として表示し、再生モードでは、内蔵画像メ
モリ２９に記録されている画像を表示する。キー入力部２６は、前記シャッター釦１４や
、図示しない電源キー、モード選択キー等の複数の操作キーを含み、使用者によるキー操
作に応じたキー入力信号をＣＰＵ２２に出力する。
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【００４８】
　入出力インターフェイス３０には前記接続コネクタ（カメラ側コネクタ）１５が接続さ
れており、入出力インターフェイス３０は、ＣＰＵ２２の制御に基づき前記クレードル１
を介して接続されたＰＣとの間でＵＳＢインターフェイス又はＲＳ－２３２Ｃインターフ
ェイス等によるデータの送受信を行う。ＲＯＭ２７には、ＣＰＵ２２にデジタルカメラ１
０の各部を制御させるための制御プログラム、及びＣＰＵ２２の動作に必要な各種データ
が記憶されている。そしてＣＰＵ２２は上記制御プログラムに従い動作することにより、
本発明の確認手段、設定手段として機能する。
【００４９】
　図３は、図１に示したようにクレードル１が通信ケーブル５０によってＰＣと接続され
ている状態で、電源が投入された状態でデジタルカメラ１０がクレードル１に装着された
ときの動作を示すフローチャートである。
【００５０】
　デジタルカメラ１０においてはクレードル１に装着されると、ＣＰＵ２２が、カメラ側
コネクタ１５の各端子がクレードル側コネクタ５の前述した端子列５ａ，５ｂのいずれの
側と接続されたのかを電気的に検出することにより、デジタルカメラ１０がクレードル１
に対し、前述した第１又は第２のいずれの向きで装着されたのかを確認する（ステップＳ
Ａ１）。
【００５１】
　ここで、デジタルカメラ１０の向きが、液晶表示器１３がクレードル１の正面側に位置
する向き、すなわち図１に示した第１の向きであったときには（ステップＳＡ２でＹＥＳ
）、ＣＰＵ２２は動作モードを記録画像転送モードに設定し、そのモードでの動作を開始
する（ステップＳＡ３）。そして、内蔵画像メモリ２９に記録されている画像データ（画
像ファィル）を所定の順序で読み出し、それをＰＣへ転送する（ステップＳＡ４）。これ
を、全ての画像データの転送が終了するまで続け、それが終了した時点で（ステップＳＡ
５でＹＥＳ）、記録画像転送モードでの動作を終了する。
【００５２】
　一方、ステップＳＡ１で確認したデジタルカメラ１０の向きが、撮影レンズ１２がクレ
ードル１の正面側に位置する向き、すなわち図１とは逆の第２の向きであったときには（
ステップＳＡ２でＮＯ）、ＣＰＵ２２は動作モードを所謂ＰＣカメラとして機能するため
のＰＣカメラモードに設定し、そのモードでの動作を開始する（ステップＳＡ６）。そし
て、ＣＣＤ２１により被写体像を撮像するとともに（ステップＳＡ７）、撮像した画像デ
ータを逐次ＰＣへ転送する（ステップＳＡ８）。これを、ユーザーによるデジタルカメラ
１０側やＰＣ側における所定のキー操作によるモード終了操作があったり、あるいはＰＣ
側から送られる終了指示信号を受信するまで続け、モード終了操作等があった時点で（ス
テップＳＡ９でＹＥＳ）、ＰＣカメラモードでの動作を終了する。
【００５３】
　したがって、ユーザーは、デジタルカメラ１０をクレードル１に装着してＰＣとの間の
データ通信機能を利用するとき、デジタルカメラ１０の向きを選択的に変えるだけで、デ
ジタルカメラ１０に所望とする動作モード（記録画像転送モードまたはＰＣカメラモード
）を設定することができる。よって、データ通信機能を利用するとき、そのモード設定を
極めて容易に行うことができる。
【００５４】
　また、本実施の形態においては、クレードル１が保持部３によってデジタルカメラ１０
を垂直よりも背面側へ若干寝かせた状態で保持する構造であるとともに、デジタルカメラ
１０の向きと動作モードとの関係が、液晶表示器１３をクレードル１の正面側つまりユー
ザー側へ向けたときには記録画像転送モードとなる一方、撮影レンズ１２をクレードル１
の正面側へ向けたときにはＰＣカメラモードとなるように設定されている。このため、記
録画像転送モードでは液晶表示器１３が若干上向きとなるため動作中における液晶表示器
１３の表示画面が見やすく、またＰＣカメラモードでは、撮影レンズ１２の光軸が上向き
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となるため、撮影に適した状態を容易に確保することができるという利点がある。
【００５５】
　なお、本実施の形態では、デジタルカメラ１０が、電源が投入された状態でクレードル
１へ装着されたとき、前述したように自動的に記録画像転送モード又はＰＣカメラモード
で動作するものとしたが、クレードル１へ装着されたとき、カメラ側コネクタ１５がクレ
ードル側コネクタ５に接続されることにより自動的に電源がオン状態となる構成としても
よい。
【００５６】
　また、本実施の形態では、クレードル１に装着した時の向きに応じて、デジタルカメラ
１０のデータ通信機能に関する動作モードが選択的に設定されるようにしたが、本発明に
おいて選択的に設定される動作モードはデータ通信機能に関する以外の動作モードであっ
てもよい。例えば充電モードと画像データの（ＰＣ等への）移動、充電モードとデジタル
カメラの動作内容等をユーザーの好みに応じて設定するための設定（カスタマイズ）、セ
ルフタイマー撮影と画像データの移動、記録画像の表示と画像データの移動、音楽データ
再生又は音楽データの（ＰＣ等への）転送と画像データの転送又は記録画像の表示などの
ように、デジタルカメラのいかなる種類の動作に関するものであっても構わない。
【００５７】
　（第２の実施の形態）
　図４は、第２の実施の形態に係る接続システムを示す外観斜視図である。この接続シス
テムも、クレードル１０１と、クレードル１０１に着脱自在であるとともに、クレードル
１０１を介してＰＣとの間のデータ通信が可能なデジタルカメラ１０とから構成されてい
る。
【００５８】
　クレードル１０１は、上面に円形の開口部１０２ａが設けられた本体１０２の内部に、
円板状の回転台１０６が回転自在に取り付けられた構造を有している。前記回転台１０６
は本発明の可動保持部であって、その上面には、本体１０２の開口部１０２ａにて起立す
るとともに、上方より装着されたデジタルカメラ１０を保持する保持部１０３が設けられ
ている。回転台１０６は、本体１０２に対して水平方向に１８０度以上の回転を許容され
ており、その外周部には押圧突起１０６ａが設けられている。
【００５９】
　前記本体１０２の背面側には第１の接続コネクタ１０４が設けられ、前記回転台１０６
には、前記保持部１０３の内側に位置する上面部分に突出する第２の接続コネクタ１０５
が設けられており、第１及び第２の接続コネクタ１０４，１０５は、本体１０２の内部に
おいて互いに対応する端子同士を結線されている。一方、図５に示したように第２の接続
コネクタ１０５には、データ通信用の端子とは別に前記回転台１０６の回転位置の検出に
使用される検出用端子１０５ａが設けられており、その検出用端子１０５ａと所定のデー
タ通信用端子１０５ｂとの間を短絡、開放する切替スイッチ１０７が第１の接続コネクタ
１０４に一体的に設けられている。なお、切替スイッチ１０７は、回転台１０６が所定の
位置まで回転した状態（図４に示した状態）で押圧突起１０６ａに押圧されることによっ
てオフ状態からオン状態に動作するマイクロスイッチである。
【００６０】
　なお、デジタルカメラ１０の外観構造及び電気的構成については、第１の実施の形態に
おいて説明したものと同様である。
【００６１】
　そして、本実施の形態において、デジタルカメラ１０は、電源が投入された状態で、通
信ケーブル５０によりＰＣと接続されているクレードル１０１に装着されると以下のよう
に動作する。
【００６２】
　まず、デジタルカメラ１０は、接続コネクタ１５が接続されたクレードル１０１の第２
の接続コネクタ１０５を介して前述した切替スイッチ１０７のオンオフ状態を電気的に検
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出することにより、デジタルカメラ１０におけるクレードル１０１の本体１０２に対する
向きを確認する。そして、切替スイッチ１０７がオン状態であって、液晶表示器１３がク
レードル１０１の正面側に位置する向き、すなわち図４に示した向きであったときには、
図３のステップＳＡ３～ＳＡ５と同様の動作により、自動的に記録画像転送モードに移行
し、内蔵画像メモリ２９に記録されている全ての画像データ（画像ファィル）をＰＣへ転
送する。また、切替スイッチ１０７がオフ状態であって、デジタルカメラ１０の向きが、
例えば液晶表示器１３がクレードル１０１の背面側に位置する向きであったときには、図
３のステップＳＡ６～ＳＡ９と同様の動作により、自動的にＰＣカメラモードに移行する
とともに、撮像した画像データをＰＣへ逐次転送し、それをモード終了操作等があるまで
続ける。
【００６３】
　したがって、ユーザーは、デジタルカメラ１０をクレードル１０１に装着してＰＣとの
間のデータ通信機能を利用するとき、クレードル１０１の回転台１０６を回転させること
によってデジタルカメラ１０の本体１０２に対する向きを選択的に変えるだけで、デジタ
ルカメラ１０に所望とする動作モード（記録画像転送モードまたはＰＣカメラモード）を
設定することができる。よって、データ通信機能を利用するとき、そのモード設定を極め
て容易に行うことができる。また、第１の実施の形態のシステムと比較すると、デジタル
カメラ１０をクレードル１０１に装着したままで動作モードの切り替えが可能である、と
いう利点がある。
【００６４】
　さらに、例えばクレードル１０１の本体１０２側に、回転台１０６の押圧突起１０６ａ
の複数ヶ所の回転位置を検出するスイッチを設け、使用時には、クレードル１０１の本体
１０２に対する複数の向きをデジタルカメラ１０に確認させる構成とすれば、デジタルカ
メラ１０が、データ通信機能に関する動作モードを３つ以上有する場合に、それら３つ以
上の動作モードを、上記本体１０２に対する向きに応じて選択的に設定することも可能と
なる。
【００６５】
　なお、本実施の形態においても、デジタルカメラ１０が、電源が投入された状態でクレ
ードル１０１へ装着されたとき、自動的に記録画像転送モード又はＰＣカメラモードで動
作するものとしたが、クレードル１０１へ装着されたとき、カメラ側コネクタ１５がクレ
ードル側コネクタ１０５に接続されることにより自動的に電源がオン状態となる構成とし
てもよい。
【００６６】
　また、本実施の形態では、デジタルカメラ１０の、回転台１０６の回転位置に応じた向
きに応じて、デジタルカメラ１０のデータ通信機能に関する動作モードが選択的に設定さ
れるようにしたが、第１の実施の形態において説明したように、選択的に設定される動作
モードはデータ通信機能に関する以外の動作モードであってもよい。
【００６７】
　（第３の実施の形態）
　図６は、第３の実施の形態に係る接続システムを示す外観斜視図である。この接続シス
テムも、クレードル２０１と、クレードル２０１に着脱自在であるとともに、クレードル
２０１を介してＰＣとの間のデータ通信が可能なデジタルカメラ２１０とから構成されて
いる。
【００６８】
　クレードル２０１は、第１の実施の形態で説明したものとほぼ同様の構成を有するもの
であり、前者との構成上の違いは、前記保持部３の内側に設けられている第２の接続コネ
クタ２０５が、データ通信用の端子群を１組だけ備えている点のみである。
【００６９】
　また、本実施の形態におけるデジタルカメラ２１０は、第１及び第２の実施の形態で説
明したものとは異なり、本体１１の一方の側部に、両側部の中心を通る軸Ｏを中心に１８
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０度以上（例えば２７０度）の角度範囲で正面側と背面側とに回動自在な可動部２１１が
設けられ、その可動部２１１に前記撮影レンズ１２やＣＣＤ２１が設けられている。また
、本体１１の底面に設けられている接続コネクタ２１５は、クレードル２０１の第２の接
続コネクタ２０５に対応しており、本体１１の背面側（液晶表示器１３が位置する側）が
、図６に示したようにクレードル２０１の正面側を向いた状態で上記第２の接続コネクタ
２０５に接続可能となっている。なお、以下の説明においては、上記第２の接続コネクタ
２０５をクレードル側コネクタ、上記接続コネクタ２１５をカメラ側コネクタという。
【００７０】
　さらに、デジタルカメラ２１０は、図７に示したように撮影方向検出部２１２を有して
いる。撮影方向検出部２１２は、撮影レンズ１２の向きを検出するためのものであって、
前記可動部２１１が本体１１の上面より背面側（液晶表示器１３が位置する側）へ回動し
ているときオン状態となる検出スイッチ（図示せず）、及びその動作状態に基づく撮影方
向を示す検出信号をＣＰＵ２２へ送る回路とから構成されている。なお、これ以外の構成
については、第１及び第２の実施の形態で説明したものと同様である。
【００７１】
　そして、本実施の形態において、デジタルカメラ２１０は、電源が投入された状態で、
通信ケーブル５０によりＰＣと接続されているクレードル２０１に装着されると以下のよ
うに動作する。図８は、そのときの動作を示すフローチャートである。
【００７２】
　デジタルカメラ２１０は、カメラ側コネクタ２１５がクレードル側コネクタ２０５と接
続されると、まず撮影方向検出部２１２が出力する検出信号に基づき、撮影レンズ１２の
向き（撮影方向）が正面側であるか否かを確認する（ステップＳＢ１）。そして、前記撮
影方向検出部２１２の検出スイッチがオフ状態であって、撮影レンズ１２が本体１１の正
面側、つまりクレードル２０１の背面側であったときには（ステップＳＢ２でＹＥＳ）、
ＣＰＵ２２は動作モードを記録画像転送モードに設定し、そのモードでの動作を開始する
（ステップＳＢ３）。そして、内蔵画像メモリ２９に記録されている画像データ（画像フ
ァィル）を所定の順序で読み出し、それをＰＣへ転送する（ステップＳＢ４）。これを、
全ての画像データの転送が終了するまで続け、それが終了した時点で（ステップＳＢ５で
ＹＥＳ）、記録画像転送モードでの動作を終了する。
【００７３】
　一方、ステップＳＢ１で確認した撮影レンズ１２の向きが本体１１の背面側でって、例
えば図６に示したようにクレードル２０１の正面画側であったときには（ステップＳＢ２
でＮＯ）、ＣＰＵ２２は動作モードを所謂ＰＣカメラとして機能するためのＰＣカメラモ
ードに設定し、そのモードでの動作を開始する（ステップＳＢ６）。そして、ＣＣＤ２１
により被写体像を撮像し（ステップＳＢ７）、撮像した画像をいったん上下に反転（１８
０度回転）した後（ステップＳＢ８）、その画像データを逐次ＰＣへ転送する（ステップ
ＳＢ９）。これを、ユーザーによるデジタルカメラ２１０側やＰＣ側における所定のキー
操作によるモード終了操作があったり、あるいはＰＣ側から送られる終了指示信号を受信
するまで続け、モード終了操作等があった時点で（ステップＳＢ１０でＹＥＳ）、ＰＣカ
メラモードでの動作を終了する。
【００７４】
　したがって、ユーザーは、デジタルカメラ２１０をクレードル２０１に装着してＰＣと
の間のデータ通信機能を利用するとき、撮影レンズ１２が設けられている可動部２１１（
撮影レンズ１２）の向きを選択的に変えるだけで、デジタルカメラ２１０に所望とする動
作モード（記録画像転送モードまたはＰＣカメラモード）を設定することができる。よっ
て、データ通信機能を利用するとき、そのモード設定を極めて容易に行うことができる。
また、第２の実施の形態と同様に、デジタルカメラ２１０をクレードル２０１に装着した
ままで動作モードの切り替えが可能である、という利点がある。
【００７５】
　さらに、デジタルカメラ２１０に、可動部２１１（撮影レンズ１２）の複数の向きを（
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回転位置）を検出するスイッチを設け、使用時には、クレードル２０１に対する可動部２
１１の複数の向きを確認させる構成とすれば、デジタルカメラ２１０が、データ通信機能
に関する動作モードを３つ以上有する場合に、それら３つ以上の動作モードを、可動部２
１１の向きに応じて選択的に設定することも可能となる。
【００７６】
　なお、本実施の形態においても、デジタルカメラ２１０が、電源が投入された状態でク
レードル２０１へ装着されたとき、自動的に記録画像転送モード又はＰＣカメラモードで
動作するものとしたが、クレードル２０１へ装着されたとき、カメラ側コネクタ２１５が
クレードル側コネクタ２０５に接続されることにより自動的に電源がオン状態となる構成
としてもよい。
【００７７】
　また、本実施の形態では、デジタルカメラ２１０の可動部２１１の向きに応じて、デジ
タルカメラ２１０のデータ通信機能に関する動作モードが選択的に設定されるようにした
が、第１及び第２の実施の形態において説明したように、選択的に設定される動作モード
はデータ通信機能に関する以外の動作モードであってもよい。
【００７８】
　（第４の実施の形態）
　本実施の形態は、前述した第１の実施の形態で説明したクレードル１を介してデジタル
カメラ１０との間でデータ通信を行い、本発明のデータ処理装置として機能するパーソナ
ルコンピュータ（ＰＣ）に関するものである。
【００７９】
　図９は、本実施の形態のＰＣ３０１の概略構成を示すブロック図である。パーソナルコ
ンピュータ３０１は、主としてＣＰＵ３０２、ＲＡＭ３０３、記憶装置３０４、入出力イ
ンターフェイス３０５、本体に接続されたキーボードやマウス等の入力装置３０６、ＬＣ
ＤやＣＲＴである表示装置３０７、電話回線を介してインターネットに接続するためのモ
デム３０８を有している。
【００８０】
　入出力インターフェイス３０５には、図１に示した前記通信ケーブル５０の図示しない
他端が接続される接続コネクタ（ＰＣ側コネクタ）３０９が接続されており、入出力イン
ターフェイス３０５は、ＣＰＵ３０２の制御に基づき前記クレードル１を介して接続され
たデジタルカメラとの間でＵＳＢインターフェイス又はＲＳ－２３２Ｃインターフェイス
等によるデータの送受信を行う。記憶装置３０４は記憶容量の比較的大きなハードディス
ク等である。
【００８１】
　また、記憶装置３０４には、任意のＯＳ（オペレーティングシステム）と、複数種のア
プリケーションプログラムが格納されており、本実施の形態では、前記クレードル１に付
属して提供されたクレードル連携プログラム、画像データ取り込み用プログラムと、ＰＣ
３０１に、デジタルカメラ１０をＰＣカメラ（又はＷｅｂカメラ）として使用して、デジ
タルカメラ１０が撮影した画像をインターネット上の所定のサイト、例えばユーザーのホ
ームページに逐次アップロードするための画像アップロード用プログラムが格納されてい
る。そして、本実施の形態では、ＣＰＵ３０２が前記クレードル連携プログラムに従い動
作することにより、本発明の確認手段、設定手段として機能する。
【００８２】
　次に、前記ＰＣ３０１にクレードル１が接続されるとともに、その状態でクレードル１
にデジタルカメラ１０が装着されたときの、ＰＣ３０１の本発明に係る動作を図１０のフ
ローチャートに従って説明する。なお、ここでは、ＰＣ３０１が、前述したクレードル連
携プログラムが常駐した状態で起動されており、かつクレードル連携プログラムには、後
述するように起動させるプログラムが事前に設定されているものとする。
【００８３】
　ＰＣ３０１は、デジタルカメラ１０がクレードル１に装着されると、ＣＰＵ３０２は、
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カメラ側コネクタ１５の各端子がクレードル側コネクタ５の前述した端子列５ａ，５ｂの
いずれの側と接続されたのかを電気的に検出することにより、デジタルカメラ１０がクレ
ードル１に対し、前述した前述した第１の向き（液晶表示器１３がクレードル１の正面側
に位置する図１の向き）と、第２の向き（撮影レンズ１２がクレードル１の正面側に位置
する向き）のいずれの向きで装着されたのかを確認する（ステップＳＣ１）。
【００８４】
　ここで、デジタルカメラ１０の向きが、第１の向きであったときには（ステップＡＣ２
でＹＥＳ）、ＣＰＵ３０２は画像データ取り込み用プログラムを起動するとともに、デジ
タルカメラ１０から転送される画像データを記憶装置３０４の所定場所に記憶する動作を
開始する（ステップＡＣ３）。以後、転送された画像データを順次記憶する動作を行い（
ステップＡＣ４）、デジタルカメラ１０から、全ての画像データの転送が終了した旨の信
号を受信した時点で（ステップＡＣ５でＹＥＳ）、画像データ取り込み用プログラムに従
った動作を終了する。
【００８５】
　一方、ステップＡＣ１で確認したデジタルカメラ１０の向きが、撮影レンズ１２が第２
の向きであったときには（ステップＡＣ２でＮＯ）、ＣＰＵ３０２は画像アップロード用
プログラムを起動する（ステップＳＣ６）。そして、デジタルカメラ１０から転送されて
くる画像データを逐次受信しながら、転送されてくる画像データをアップロードするため
の処理、例えばユーザーの操作に応じたモデム３０８を介してのインターネットへの接続
動作や、接続後における実際の画像データのアップロードを行う（ステップＳＣ７）。そ
して、ユーザーによる動作終了操作があった時点で（ステップＡＣ８でＹＥＳ）、画像ア
ップロード用プログラムを終了する。
【００８６】
　したがって、本実施の形態によれば、ユーザーはクレードル１に装着するデジタルカメ
ラ１０の向きを選択的に変えるだけで、ＰＣ３０１に、画像データの取り込み動作と、画
像データのアップロード準備とを自動的に行わせることができる。つまり、ＰＣ３０１に
おいてデジタルカメラ１０との間でのデータ通信機能を利用するとき、その作業を容易に
行うことができる。
【００８７】
　なお、本実施の形態では、ＰＣ３０１に、画像データの取り込み動作と、画像データの
アップロード準備とを選択的に行わせることができるようにした場合について説明したが
、前述したアプリケーションプログラムとは別のプログラムを記憶装置３０４に格納して
おき、ＰＣ３０１に、上記とは異なるデータ通信機能に関する動作を行わせるようにして
もよい。例えば記憶装置３０４の所定の場所に記憶されている画像データ等のデータを、
ＰＣ３０１からデジタルカメラ１０へ転送し、デジタルカメラ１０の内蔵画像メモリ２９
等に記録させる動作を行わせるようにしてもよい。また、本実施の形態では、ＰＣ３０１
に第１の実施の形態で説明したクレードル１を使用する場合について説明したが、当然の
ように、第２及び第３の実施の形態で説明したクレードル１０１，２０１等の他のクレー
ドルを使用するものとしてもよい。
【００８８】
　また、本実施の形態においては、デジタルカメラ１０が、クレードル１に装着されたと
きの向きを確認し、自ら動作モードを記録画像転送モード又はＰＣカメラモードに設定す
る機能を有するものであって、ＰＣ３０１が、クレードル１に装着されたデジタルカメラ
１０の向きに応じて、起動するアプリケーションプログラムを自動的に設定（選択）する
ものを説明したが、記憶装置３０４に本実施の形態とは異なるクレードル連携プログラム
を格納しておき、ＰＣ３０１に以下のような動作を行わせるようにしてもよい。
【００８９】
　例えば、前述した動作において、ステップＳＣ３，ＳＣ６でデジタルカメラ１０の向き
に応じたプログラムを起動する前又は後に、デジタルカメラ１０にクレードル１を介して
、ステップＳＣ１で確認した向きが第１の向きであったときには、動作モードを記録画像
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転送モードに設定させる要求信号を送信し、かつ第２の向きであったときには、動作モー
ドをＰＣカメラモードに設定させる要求信号を送信することにより、デジタルカメラ１０
に向きに応じた動作モードを設定させるようにしてもよい。つまりＣＰＵ３０２と入出力
インターフェイス３０を本発明の動作要求手段として機能させるようにしてもよい。
【００９０】
　その場合には、デジタルカメラ１０が有するＲＯＭ２７等に、上記の要求信号に応じて
動作モードを設定する処理をＣＰＵ２２に行わせるためのプログラムを別途記憶させてお
くことにより、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００９１】
　（第５の実施の形態）
　図１１は、第５の実施の形態に係る接続システムを示す外観斜視図である。この接続シ
ステムも、クレードル４０１と着脱自在であるとともに、クレードル４０１を介してＰＣ
との間のデータ通信が可能なデジタルカメラ４１０とから構成されている。
【００９２】
　本実施の形態のクレードル４０１は、第１の実施の形態で説明したものと同様、本体４
０２の上部には、上方より装着されたデジタルカメラ４１０を垂直よりも背面側へ若干寝
かせた状態で保持する保持部４０３が設けられている。また、本体４０２の背面側には第
１の接続コネクタ４０４が設けられており、第１の接続コネクタ４０４には、一端側が図
外のＰＣに接続されている通信ケーブル５０の他端が接続されている。
【００９３】
　一方、実施の形態のクレードル４０１においては、前記本体４０２には、前記保持部４
００３の内側であって、その長手方向の両端側の対称位置に一対の矩形穴４０２ａ，４０
２ｂが設けられている。また、本体４０２の内部には、図１２に示したように、一対の矩
形穴４０２ａ，４０２ｂの中間位置にして支持軸４０６が設けられている。支持軸４０６
には、その両端が一対の矩形穴４０２ａ，４０２ｂの直下に位置する長尺状の可動片４０
７が回動自在に取り付けられており、可動片４０７の両端部には、各々が後述するように
第１の接続コネクタ４０４に接続された二つの第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂが
それぞれ取り付けられている。
【００９４】
　可動片４０７は、支持軸４０６に支持された長さ方向の中央部分において下向きにやや
折曲されており、これにより図１２（ａ）に示したように、一方側の第２の接続コネクタ
４０５ａを本体４０２の上面と面一となる位置まで内部に後退させると、他方側の第２の
接続コネクタ４０５ｂが上方に開口する矩形穴４０２ｂから保持部４０３の内側表面に突
出し、逆に、同図（ｂ）に示したように、他方側の第２の接続コネクタ４０５ｂを本体４
０２の上面と面一となる位置まで内部に後退させると、一方側の第２の接続コネクタ４０
５ａが、その上方に開口する矩形穴４０２ａから保持部４０３の内側表面に突出するよう
になっている。つまり、前記クレードル４０１においては、可動片４０７の両端に取り付
けられた二つの第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂが、支持軸４０６を支点としたシ
ーソー構造によって、一方側が上方から押されると他方側が自動的に保持部４０３の内側
表面に突出する構成となっている。
【００９５】
　また、図１３は、前記クレードル４０１の電気的構成の概略を示す図であり、上記二つ
の第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂは、それぞれが「１」～「ｎ」番の複数の端子
を有するとともに、「ｎ」番の検出用端子を除いて、データ通信用及び給電用の互いに対
応する複数の端子同士を結線された状態で回路基板５０１に接続され、この回路基板５０
１を介して前記第１の接続コネクタ４０４に接続されている。なお、回路基板５００には
、二つの第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂのいずれかを介してデジタルカメラ４１
０へ電源を供給するためのＡＣアダプタが接続されている。
【００９６】
　そして、二つの第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂは、各々が有する前記検出用端
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子（「ｎ」番の端子）を、互いに異なる番号の他の端子（本実施の形態ではデータ通信用
の端子）にそれぞれ接続されるとともに、本体４０２において各接続端子の配置順が逆順
となる状態で前記可動片４０７に取り付けられている。
【００９７】
　一方、本実施の形態におけるデジタルカメラ４１０は、第１及び第２の形態で説明した
ものと同様、本体１１の正面に撮影レンズ１２が、かつ背面に液晶表示器１３が設けられ
、上面にシャッター釦１４が設けられるとともに、本体１１の底面にはメス型の接続コネ
クタ４１５が設けられた構造を有している。
【００９８】
　但し、本実施の形態のデジタルカメラ４１０にあっては、接続コネクタ４１５が本体１
１の幅方向の一方側に寄った位置、つまり左右非対称の位置に設けられており、その位置
が、前記クレードル４０１設けられている一対の矩形穴４０２ａ，４０２ｂに対応した位
置となっている。すなわち接続コネクタ４１５は、デジタルカメラ４１０が、その液晶表
示器１３がクレードル４０１（本体４０２）の正面側に位置する第１の向き（図１１参照
）でクレードル４０１に装着されたときには一方の矩形穴４０２ｂの直上に位置し、かつ
撮影レンズ１２がクレードル４０１（本体４０２）の正面側に位置する第２の向き（図１
２参照）でクレードル４０１に装着されたときには他方の矩形穴４０２ａの直上に位置す
るようになっている。
【００９９】
　また、デジタルカメラ４１０の電気的構成については、前記接続コネクタ４１５に給電
用の端子が含まれており、それがデジタルカメラ４１０の電源部（図示せず）に接続され
ていること以外は、第１及び第２の形態で説明したものと同様である。
【０１００】
　したがって、本実施の形態における接続システムにおいては、デジタルカメラ４１０が
前述した第１の向き（図１１参照）でクレードル４０１に装着されたときには、デジタル
カメラ４１０の本体１１によってクレードル４０１の一方側の第２の接続コネクタ４０５
ａがクレードル４０１の本体４０２内に押し込まれる一方、それに伴い突出した他方側の
第２の接続コネクタ４０５ｂがデジタルカメラ４１０の接続コネクタ４１５と結合される
。逆に、デジタルカメラ４１０が前述した第２の向き（図１２参照）でクレードル４０１
に装着されたときには、デジタルカメラ４１０の本体１１によってクレードル４０１の他
方側の第２の接続コネクタ４０５ｂがクレードル４０１の本体４０２内に押し込まれる一
方、それに伴い突出した一方側の第２の接続コネクタ４０５ａがデジタルカメラ４１０の
接続コネクタ４１５と結合されることとなる。つまりデジタルカメラ４１０は、前述した
第１又は第２のいずれの向きで装着されたときであっても、その接続コネクタ４１５がク
レードル４０１に設けられている二つの第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂのいずれ
か一方と結合されることにより、クレードル４０１と電気的に接続可能となっている。
【０１０１】
　そして、本実施の形態のデジタルカメラ４１０においては、電源が投入された状態で、
通信ケーブル５０によりＰＣと接続されているクレードル４０１に装着されると以下のよ
うに動作する。
【０１０２】
　まず、デジタルカメラ４１０は、接続コネクタ（カメラ側コネクタ）４１５が、クレー
ドル１０１が有する二つの第２の接続コネクタ（クレードル側コネクタ）４０５ａ，４０
５ｂのどちらと結合されているのかを、前記検出用端子（「ｎ」番の端子）が何番の（デ
ータ通信用の）端子と結線されているのかを電気的に検出することによって確認する。そ
して、液晶表示器１３がクレードル４０１の正面側に位置する向き、すなわち図１１に示
した向きであったときには、第１の実施の形態のステップＳＡ３～ＳＡ５（図３参照）と
同様の動作により、自動的に記録画像転送モードに移行し、内蔵画像メモリ２９に記録さ
れている全ての画像データ（画像ファィル）をＰＣへ転送する。また、デジタルカメラ４
１０の向きが、液晶表示器１３がクレードル４０１の背面側に位置する向きであったとき
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には、第１の実施の形態のステップＳＡ６～ＳＡ９（図３参照）と同様の動作により、自
動的にＰＣカメラモードに移行するとともに、撮像した画像データをＰＣへ逐次転送し、
それをモード終了操作等があるまで続ける。
【０１０３】
　したがって、ユーザーは、デジタルカメラ４１０をクレードル４０１に装着してＰＣと
の間のデータ通信機能を利用するときには、第１の実施の形態と同様、デジタルカメラ４
１０の向きを選択的に変えるだけで、デジタルカメラ４１０に所望とする動作モード（記
録画像転送モードまたはＰＣカメラモード）を設定することができる。よって、データ通
信機能を利用するとき、そのモード設定を極めて容易に行うことができる。
【０１０４】
　なお、本実施の形態のクレードル４０１においては、デジタルカメラ４１０をクレード
ル４０１へ装着したとき、第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂのうち、デジタルカメ
ラ４１０の接続コネクタ４１５と対応する一方側が自動的に本体４０２から露出する結合
位置に移動し、かつ他方側が自動的に本体４０２内に交代した非結合位置に移動する構成
とすることにより、クレードル４０１に使い勝手の良さを確保したが、例えば第２の接続
コネクタ４０５ａ，４０５ｂがそれぞれ独立して非結合位置と結合位置とに移動可能な構
成とし、かつそれらを手動で非結合位置と結合位置とに操作する構成としてもしても構わ
ない。その場合であっても、デジタルカメラ４１０をクレードル４０１に装着して所定の
機能を利用する際の作業性や、クレードル４０１を介してデジタルカメラ４１０が生成し
たデータを利用する際の作業性を向上させることができる。
【０１０５】
　なお、本実施の形態においても、デジタルカメラ４１０が、電源が投入された状態でク
レードル４０１へ装着されたとき、自動的に記録画像転送モード又はＰＣカメラモードで
動作するものとしたが、クレードル４０１へ装着されたとき、接続コネクタ４１５が第２
の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂのいずれか一方に接続されることにより自動的に電源
がオン状態となる構成としてもよい。
【０１０６】
　また、デジタルカメラ４１０がクレードル４０１へ装着されたときの向きに応じて、デ
ジタルカメラ４１０のデータ通信機能に関する動作モードが選択的に設定されるようにし
たが、第１の実施の形態において説明したように、選択的に設定される動作モードはデー
タ通信機能に関する以外の動作モードであってもよい。
【０１０７】
　また、本実施の形態においては、クレードル４０１に設けられている二つの第２の接続
コネクタ４０５ａ，４０５ｂが、各々が有する検出用端子（「ｎ」番の端子）を、互いに
異なる番号の他の端子（データ通信用の端子）にそれぞれ接続される一方、デジタルカメ
ラ４１０がクレードル４０１へ装着されたときには、検出用端子が何番の端子と結線され
ているのかを電気的に検出することによって、自己の接続コネクタ４１５が二つの第２の
接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂのどちらと結合されているのか、つまり装着時の向きを
確認するようにしたが、例えば以下のようにすることもできる。
【０１０８】
　すなわち図１４に示したように、クレードル４０１の本体４０２の内部に、前述した可
動片４０７の両端部の直下に位置して、二つの第２の接続コネクタ４０５ａ，４０５ｂの
いずれか一方が本体４０２の内部に押し込まれたとき、それを検知するための二つの検出
スイッチ５１１ａ，５１１ｂをそれぞれ設ける。検出スイッチ５１１ａ，５１１ｂとして
は、可動片４０７の回動に伴いその一端部又は他端部によって押圧されオン状態となる常
開型のマイクロスイッチとする。さらに、図１５に示したように、二つの第２の接続コネ
クタ４０５ａ，４０５ｂがそれぞれ有する検出用端子（「ｎ」番の端子）を、検出スイッ
チ５１１ａ，５１１ｂを介して前記回路基板５０１に接続し、検出スイッチ５１１ａ，５
１１ｂがオン状態となった状態において、回路基板５０１から各々の検出用端子に異なる
電圧を印加させるようにする。
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【０１０９】
　この場合には、デジタルカメラ４１０には、クレードル４０１へ装着されたときには、
検出用端子に印加されている電圧の違いから、自己の接続コネクタ４１５が第２の接続コ
ネクタ４０５ａ，４０５ｂのいずれと結合されているのかを判断させ、それに基づき装着
時の向きを確認する処理を行わせればよい。
【０１１０】
　また、以上の説明においては、主として本発明における携帯型の電子機器がデジタルカ
メラである実施の形態について説明したが、これに限らず本発明は、ＰＤＡや携帯電話端
末等の他の電子機器、及びそれらの電子機器と、それが装着状態で電気的に接続される接
続台（クレードル）とからなる他のシステムに採用することもできる。また、本発明にお
けるデータ処理装置がパーソナルコンピュータである実施の形態について説明したが、こ
れに限らず本発明は、例えば上記電子機器が装着状態で電気的に接続される接続台と、そ
の接続台を介して上記電子機器とデータ通信を行う他の電子機器とからシステムに採用す
ることもできる。また前述した実施の形態と同様、デジタルカメラが本発明の電子機器で
ある場合には、カラープリンタに本発明を適用すれば、例えばデジタルカメラを接続台に
装着する向きを選択するだけで、カラープリンタに送られた画像の通常印刷と、複数の画
像の一覧印刷とを選択的に行わせることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】第１の実施の形態を示す接続システムの外観斜視図である。
【図２】デジタルカメラ及びクレードルの電気的な概略構成を示すブロック図である。
【図３】デジタルカメラがクレードルに装着されたときの動作を示すフローチャートであ
る。
【図４】第２の実施の形態を示す接続システムの外観斜視図である。
【図５】クレードルの電気回路図である。
【図６】第３の実施の形態を示す接続システムの外観斜視図である。
【図７】デジタルカメラの電気的な概略構成を示すブロック図である。
【図８】デジタルカメラがクレードルに装着されたときの動作を示すフローチャートであ
る。
【図９】第４の実施の形態を示すパーソナルコンピュータのブロック図である。
【図１０】同パーソナルコンピュータの動作を示すフローチャートである。
【図１１】第５の実施の形態を示す接続システムの外観斜視図である。
【図１２】デジタルカメラ及びクレードルの要部の構造を示す部分断面図である。
【図１３】クレードルの電気的構成の概略を示す説明図である。
【図１４】第５の実施の形態の変形例を示す図１２に対応する部分断面図である。
【図１５】変形例におけるクレードルの電気的構成の概略を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　　クレードル
　２　　本体
　３　　保持部
　５　　第２の接続コネクタ（クレードル側コネクタ）
　１０　　デジタルカメラ
　１１　　本体
　１２　　撮影レンズ
　１５　　接続コネクタ（カメラ側コネクタ）
　２７　　ＲＯＭ
　２９　　内蔵画像メモリ
　３０　　入出力インターフェイス
　５０　　通信ケーブル
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　１０１　　クレードル
　１０２　　本体
　１０３　　保持部
　１０４　　第１の接続コネクタ
　１０５　　第２の接続コネクタ（クレードル側コネクタ）
　１０６　　回転台
　１０７　　切替スイッチ
　２０１　　クレードル
　２０５　　第２の接続コネクタ（クレードル側コネクタ）
　２１０　　デジタルカメラ
　２１１　　可動部
　２１２　　撮影方向検出部
　２１５　　接続コネクタ（カメラ側コネクタ）
　３０１　　パーソナルコンピュータ
　３０２　　ＣＰＵ
　３０４　　記憶装置
　４０１　　クレードル
　４０４　　第１の接続コネクタ
　４０５ａ　　第２の接続コネクタ（クレードル側コネクタ）
　４０５ｂ　　第２の接続コネクタ（クレードル側コネクタ）
　４０６　　支持軸
　４０７　　可動片
　４１０　　デジタルカメラ
　４１５　　接続コネクタ（カメラ側コネクタ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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